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Ⅰ 計画の位置付け等 

 

１ 策定の目的 

この計画は、国が平成２５年度に策定した「インフラ長寿命化基本計画」および 

県が平成２７年度に策定した「福井県公共施設等総合管理計画」に基づき、施設類型

ごとの具体の対応方針を定める長寿命化計画（個別施設計画）である。 

予防保全的な維持管理や計画的な修繕等を効果的に実施し、利用者の安全・安心を

確保するとともに、施設の長寿命化を推進し、ライフサイクルコストの縮減や費用の

平準化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 対象施設 

福井県では７漁港を管理している。本計画の対象は、7漁港の漁港施設として整備し

てきた外郭施設、係留施設、輸送施設、水域施設を対象とする。  

 

表－１ 漁港一覧表 

漁港名 

鷹巣漁港 

茱崎漁港 

越前漁港 

早瀬漁港 

日向漁港 

小浜漁港 

高浜漁港 

※対象施設については、その後の事情変化等により適宜見直す。 
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３ 計画期間 

本計画における計画期間は、設計供用期間を目安とし５０年間とする。 

 なお、計画期間内にあっても、各対象施設の状態は、点検結果や修繕等の実施状

況によって時々刻々と変化することから、本計画は適宜見直すものとする。 



3 

 

Ⅱ 現状と課題 

 

１ 現状 

本計画の対象である漁港施設で、建設後５０年を経過する施設は令和 3年度時点で１

５％であり、２０年後には６６％と増加することが見込まれる。今後これらの施設の老

朽化に対応する更新・修繕費が増大することが懸念される。 

 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ ５０年以上経過する施設の割合 

 

２ 課題 

 急速に老朽化が進む一方で維持管理、更新・修繕に充当できる財源には限りがあ

り、漁港施設の保全機能を安定かつ効率的に確保していくためには、施設の老朽化状

況、必要性等を総合的に勘案し、計画的に維持管理をしていくことが必要である。 
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施設の性能が低下 

施設の性能が保持 

出典：「水産基盤施設ストックマネジメントのためのガイドライン」P24 

 

出典：「水産基盤施設ストックマネジメントのためのガイドライン」P10 

Ⅲ 対策の方針 

 

１ 基本的な考え方 

（１）点検に基づく健全度評価の実施 

  日常的なパトロールによる日常点検に加え、点検計画に基づく定期点検を実

施し、施設全体としての変状や防護機能の低下を把握するための健全度評価

を４段階（Ａ～Ｄ）で行う。 

 

   表－２ 健全度における施設の状態 

   
 

 

（２）健全度評価や優先度を踏まえた予防保全型による維持管理の実施 

  大規模な修繕や更新をできるだけ回避するため、従来の事後保全型の維持管

理から計画的かつ予防保全型の維持管理への転換を図り、ライフサイクルコ

ストの低減を図る。 

  健全度評価の結果に加え、施設の利用状況等を総合的に勘案した優先度に基

づき、修繕等の実施時期を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 漁港施設ストックマネジメントによる LCC 縮減のイメージ 
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Ⅳ 対策の内容 

 

１ 長寿命化対策の推進 

漁港ごとに策定した長寿命化計画に基づき、ライフサイクルコストの低減に向け

た長寿命化対策の実施を推進する。 

修繕対策工法の選定においては、対象施設の変状の種類や程度を踏まえて新技術

等の導入を検討し、ライフサイクルコストの観点から最適な工法を選定する。 

 

表－３ 漁港施設の修繕対策工法の例 

コンクリート構造物対策工法一覧表 
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出典：「漁港施設機能保全対策事例集（平成 30 年 11 月）」P3 

鋼構造物対策工法事例一覧表 

 

 


